
令和8年6月１日

１．入院基本料に関する事項

　当病棟は、13対1の看護体制をとっております。なお、時間帯の配置は以下の通りです。

　・朝8時30分～夕方16時30分まで、看護職員1人当たりの受け持ち患者数は、5人以内です。

　・夕方16時30分～朝8時30分まで、看護職員1人当たりの受け持ち患者数は、10人以内です。

２．入院の食事に関する事項

　入院時食事療養（1）の届け出を行っており、管理栄養士によって管理され

　て食事を適時（夕食については18時以降）適温で提供しております。

３．施設基準の届け出事項

　・地域一般入院料１

　　※９０日超えて入院している患者について、療養病棟入院料１の例により算定を行います。

　・在宅患者訪問看護・指導料及び同一建物居住者訪問看護・指導料の注２

　・CT撮影 　・認知症ケア加算３

　・医療安全対策加算２ 　・腎代替療法診療体制充実加算

　・医療安全対策地域連携加算２ 　・慢性維持透析濾過加算

　・医療機器安全管理料１ 　・輸血管理料２

　・運動器リハビリテーション料（Ⅲ） 　・輸血適正使用加算

　・遠隔画像診断（画像診断管理加算２） 　・外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）

　・下肢創傷処置管理料 　・電子的診療情報連携体制整備加算3

　・下肢末梢動脈疾患指導管理加算 　・がん治療連携指導料

　・看護補助加算２ 　・ストーマ合併症加算

　・看護補助体制充実加算２ 　・感染対策向上加算３

　・検体検査管理加算２ 　・慢性腎臓病透析予防指導料

　・地域支援・医薬品供給対応体制加算１ 　・薬剤管理指導料

　・人工腎臓

　・診療録管理体制加算3

　・短期滞在手術等基本料１

　・データ提出加算３

　・透析液水質確保加算

　・導入期加算１

　・糖尿病透析予防指導管理料

　・入院ベースアップ評価料

　・静脈圧迫処置（慢性静脈不全に対するもの）

当院は保険医療機関です。


